
■
議
長

総
会
が
成
立
す
れ
ば
次
第
に
し
た

が
っ
て
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
議
長
の
選
任

が
必
要
と
な
る
。
議
長
は
総
会
に
お
い

て
、
原
則
と
し
て
出
席
し
た
組
合
員
ま

た
は
組
合
員
で
あ
る
法
人
の
役
員
の
な

か
か
ら
選
任
す
る
。

議
長
は
、
組
合
員
と
し
て
総
会
の
議

決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に

議
長
は
自
分
の
代
理
人
を
し
て
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
も
、
ほ
か
の
組
合
員

の
代
理
人
と
な
る
こ
と
も
で
き
な
い

が
、
普
通
議
決
事
項
に
お
い
て
可
否
同

数
の
場
合
は
、
議
長
に
可
否
の
決
定
権

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
長
の

選
挙
権
は
剥
奪
さ
れ
て
い
な
い
。

■
議
決
の
方
法

議
決
の
方
法
に
は
、
普
通
議
決
と
特

別
議
決
の
２
種
類
が
あ
る
。
普
通
議
決

と
は
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決

し
、
特
別
議
決
は
組
合
員
の
半
数
以
上

が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
３
分
の
２

以
上
の
多
数
に
よ
り
決
す
る
と
こ
ろ
の

議
決
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
選
挙
に
つ
い
て
は
組
合
員
１

人
１
票
の
無
記
名
投
票
を
原
則
と
す
る

が
、
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
定

款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
さ
ら
に

出
席
者
全
員
が
賛
同
す
れ
ば
指
名
推
選

の
方
法
に
よ
っ
て
選
挙
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。（
協
業
組
合
に
は
例
外
あ
り
）

■
議
決
事
項

総
会
の
議
決
事
項
に
は
、
法
定
議
決

事
項
と
任
意
議
決
事
項
と
が
あ
り
、
法

定
議
決
事
項
は
総
会
が
組
合
の
最
高
意

思
決
定
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず

総
会
の
決
議
を
要
す
る
と
、
法
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
事
項
で
協
同
組
合
の
主

な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

漓
定
款
の
変
更
滷
規
約
の
設
定
、
変

更
ま
た
は
廃
止
澆
毎
事
業
年
度
の
収
支

予
算
及
び
事
業
計
画
の
設
定
ま
た
は
変

更
潺
経
費
の
賦
課
及
び
徴
収
方
法
潸
組

合
員
の
除
名
澁
役
員
の
改
選
請
求
の
同

意
澀
決
算
関
係
書
類
の
承
認
潯
会
社
へ

の
組
織
変
更
潛
組
合
の
解
散
濳
組
合
の

合
併
潭
清
算
人
の
選
任
澂
借
入
金
残
高

の
最
高
限
度
潼
１
組
合
員
に
対
す
る
貸

付
（
手
形
割
引
を
含
む
）
ま
た
は
１
組

合
員
の
た
め
に
す
る
金
融
機
関
に
対
す

る
債
務
保
証
の
残
高
の
最
高
限
度
潘
組

合
員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保
証
の
残

高
の
最
高
限
度
澎
１
組
合
員
の
た
め
に

す
る
組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保

証
の
残
高
の
最
高
限
度
澑
役
員
の
報
酬

濂
過
怠
金
潦
加
入
金
澳
剰
余
金
の
配
当

■
緊
急
議
案

総
会
の
議
案
は
、
原
則
と
し
て
総
会

招
集
通
知
に
あ
ら
か
じ
め
記
載
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
だ
け
議
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
定
款
に
「
緊
急
議
案
を
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
規
定
し
て

あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
の

あ
っ
た
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も

議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
除
名
あ
る
い
は
役
員
の

リ
コ
ー
ル
の
よ
う
に
、
事
前
に
一
定
の

手
続
き
を
要
す
る
事
項
は
緊
急
議
案
で

議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に

定
款
の
変
更
及
び
解
散
な
ど
特
別
議
決

を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
や
役
員
選
挙

等
の
重
要
案
件
は
、
緊
急
議
案
に
な
じ

ま
ず
、
こ
れ
を
強
行
す
れ
ば
組
合
内
の

紛
争
の
火
種
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、

厳
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

総
会
終
了
後
の
処
理
事
項

漓
議
事
録
の
作
成
滷
行
政
庁
へ
の
決
算

関
係
書
類
の
提
出
澆
税
務
署
に
対
す
る

確
定
申
告
書
の
提
出
潺
登
記
潸
欠
席
組

合
員
へ
の
通
知

市
町
村
合
併
に
伴
う
定
款
変
更

千
葉
県
で
は
、「
平
成
の
大
合
併
」

で
こ
れ
ま
で
に
、
野
田
市
（
関
宿
町
を

編
入
）、
鴨
川
市
（
天
津
小
湊
町
と
合

併
）、
柏
市
（
沼
南
町
を
編
入
）、
い
す

み
市
（
夷
隅
町
、
大
原
町
、
岬
町
が
合

併
）、
匝
瑳
市
（
八
日
市
場
市
と
野
栄

町
が
合
併
）、
南
房
総
市
（
富
浦
町
、

富
山
町
、
三
芳
村
、
白
浜
町
、
千
倉
町
、

丸
山
町
、
和
田
町
が
合
併
）、
成
田
市

（
下
総
町
、
大
栄
町
を
編
入
）、
香
取
市

（
佐
原
市
、
山
田
町
、
栗
源
町
、
小
見

川
町
が
合
併
）
、
山
武
郡
横
芝
光
町

（
横
芝
町
、
光
町
が
合
併
）、
山
武
市

（
成
東
町
、
山
武
町
、
蓮
沼
村
、
松
尾

町
が
合
併
）
が
誕
生
し
、
市
町
村
数
は

昭
和
時
代
の
80
か
ら
56
に
移
行
し
た
。

こ
の
こ
と
に
伴
い
組
合
定
款
の
第
２

条
「
名
称
」、
第
３
条
「
地
区
」
及
び

第
４
条
「
事
務
所
の
所
在
地
」
の
変
更

が
必
要
に
な
る
組
合
が
で
て
く
る
。
こ

の
こ
と
で
、
直
ち
に
定
款
変
更
を
行
う

必
要
は
な
い
が
、
次
の
通
常
総
会
の
議

案
に
上
程
し
、
変
更
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
い
え
る
。

な
お
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、「
名

称
」
又
は
「
地
区
」
若
し
く
は
「
事
務

所
の
所
在
地
」
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
、
変
更
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
と
、
変
更
登
記
の
必
要
の
な
い

場
合
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の

事
務
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
前
も
っ
て

本
会
に
ご
相
談
下
さ
い
。

■
問
合
せ
先

詳
細
は
、
本
会
指
導
相
談
室
又
は
銚

子
若
し
く
は
松
戸
支
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。（
℡
は
５
謨
参
照
）

総
会
の
性
格

総
会
は
、
組
合
員
全
員
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
、
適
法
に
招
集
さ
れ
た
組
合
員

が
、
議
決
の
方
法
に
よ
り
組
合
の
意
思

を
決
定
す
る
組
合
最
高
の
意
思
決
定
機

関
で
あ
る
。

ま
た
、
総
会
は
、
一
定
の
法
的
要
件

を
具
備
し
て
開
催
さ
れ
て
は
じ
め
て
成

立
し
、
会
議
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す

る
も
の
で
あ
り
、常
置
機
関
で
は
な
い
。

こ
の
一
定
の
法
的
要
件
と
は
、
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
団
体

の
組
織
に
関
す
る
法
律
及
び
そ
れ
ら
の

法
律
に
よ
っ
て
適
法
に
作
成
さ
れ
た
組

合
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
方
法
、
す
な

わ
ち
総
会
の
招
集
手
続
き
、
議
決
の
方

法
等
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

要
件
は
、
組
合
組
織
の
民
主
性
を
確
保

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

総
会
の
種
類

■
通
常
総
会

代
表
理
事
に
よ
っ
て
毎
事
業
年
度
１

回
必
ず
定
期
的
に
招
集
さ
れ
る
総
会
で
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あ
り
、
こ
の
総
会
で
代
表
理
事
は
、
少

な
く
と
も
決
算
関
係
書
類
（
事
業
報
告

書
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
案
ま
た
は
損

失
処
理
案
）
を
監
事
の
意
見
書
と
と
も

に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

■
臨
時
総
会

通
常
総
会
以
外
に
必
要
に
応
じ
て
招

集
さ
れ
る
総
会
。

以
下
、通
常
総
会
を
中
心
に
述
べ
る
。

総
会
の
招
集

■
時
期

法
に
は
「
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
毎
事
業
年
度
１
回
招
集
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
以
外
に
定

め
が
な
い
の
で
、
通
常
は
（
法
人
税
の

確
定
申
告
の
期
間
に
対
応
し
）定
款
で
、

毎
事
業
年
度
終
了
後
２
ヶ
月
以
内
に
開

催
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。

■
招
集
者

通
常
総
会
の
招
集
者
は
代
表
理
事
で

あ
る
が
、
招
集
は
理
事
会
の
議
を
経
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
招
集
手
続
き

総
会
の
招
集
は
、
会
日
の
10
日
前
ま

で
に
会
議
の
目
的
た
る
事
項
（
議
案
）

を
示
し
、
定
款
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に

し
た
が
っ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
開
催
通
知
に
は
、
議
案
の
ほ

か
、
会
議
の
日
時
、
場
所
を
付
記
し
、

さ
ら
に
組
合
員
に
書
面
及
び
代
理
人
に

よ
る
議
決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い

る
関
係
上
、
で
き
る
だ
け
決
算
関
係
書

類
等
の
資
料
も
添
付
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
総
会
招
集
の
手
続
き
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
。

漓
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処

分
案
ま
た
は
損
失
処
理
案
、
そ
の
ほ
か

の
議
案
を
作
成
滷
理
事
会
を
開
催
し
、

総
会
開
催
及
び
議
決
事
項
を
審
議
澆
開

催
通
知
は
、
そ
の
会
日
か
ら
10
日
前
ま

で
に
組
合
員
に
到
達
す
る
よ
う
に
組
合

員
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
所
に
あ

て
て
発
信
潺
決
算
関
係
書
類
は
、
通
常

総
会
の
会
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
監
事

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
主
た
る
事
務

所
に
備
え
付
け
、
組
合
員
の
閲
覧
に
供

す
潸
事
業
計
画
、
事
業
方
針
等
の
重
要

方
針
に
つ
い
て
は
、
総
会
開
催
の
通
知

の
際
に
資
料
を
同
封
す
る
等
、
前
も
っ

て
組
合
員
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
よ

う
に
す
る
澁
総
会
の
円
滑
を
期
す
る
た

め
、
役
職
員
を
も
っ
て
総
会
運
営
打
ち

合
わ
せ
会
を
開
き
遺
漏
な
き
よ
う
準
備

す
る
。

総
会
の
成
立
と
議
決

■
定
足
数

総
会
は
、
適
法
な
招
集
手
続
き
を
経

た
う
え
で
、
出
席
し
た
組
合
員
が
定
足

数
を
満
た
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。

こ
れ
ら
の
要
件
は
、
総
会
の
議
決
が
有

効
に
な
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ

る
。総

会
の
定
足
数
は
、
特
別
議
決
を
要

す
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
組
合
員
の
２

分
の
１
以
上
の
出
席
が
法
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
議
決
事
項
に
つ

い
て
は
と
く
に
定
め
は
な
い
が
、
多
く

の
組
合
で
は
、
定
款
で
２
分
の
１
以
上

の
出
席
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

■
議
決
権
及
び
選
挙
権

組
合
員
は
、
出
資
口
数
の
多
寡
、
事

業
規
模
の
大
小
等
に
関
係
な
く
、
議
決

権
、
選
挙
権
は
平
等
に
１
個
与
え
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
総
会
の
議
長
は
議
決

権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
協

業
組
合
に
は
例
外
あ
り
）
が
、
特
別
の

利
害
を
有
す
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
議

決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

選
挙
権
は
、
総
会
に
お
け
る
選
挙
の

投
票
権
で
あ
る
。

総
会
の
議
決
権
、
選
挙
権
に
つ
い
て

は
書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
っ
て
行
使

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
議
決
権
及
び
選
挙
権
を
行
使
す
る
者

も
、
出
席
者
の
数
に
入
れ
ら
れ
る
。

組
合
Ｑ
＆
Ａ
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■
議
長

総
会
が
成
立
す
れ
ば
次
第
に
し
た

が
っ
て
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
議
長
の
選
任

が
必
要
と
な
る
。
議
長
は
総
会
に
お
い

て
、
原
則
と
し
て
出
席
し
た
組
合
員
ま

た
は
組
合
員
で
あ
る
法
人
の
役
員
の
な

か
か
ら
選
任
す
る
。

議
長
は
、
組
合
員
と
し
て
総
会
の
議

決
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に

議
長
は
自
分
の
代
理
人
を
し
て
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
も
、
ほ
か
の
組
合
員

の
代
理
人
と
な
る
こ
と
も
で
き
な
い

が
、
普
通
議
決
事
項
に
お
い
て
可
否
同

数
の
場
合
は
、
議
長
に
可
否
の
決
定
権

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
長
の

選
挙
権
は
剥
奪
さ
れ
て
い
な
い
。

■
議
決
の
方
法

議
決
の
方
法
に
は
、
普
通
議
決
と
特

別
議
決
の
２
種
類
が
あ
る
。
普
通
議
決

と
は
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決

し
、
特
別
議
決
は
組
合
員
の
半
数
以
上

が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
３
分
の
２

以
上
の
多
数
に
よ
り
決
す
る
と
こ
ろ
の

議
決
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
選
挙
に
つ
い
て
は
組
合
員
１

人
１
票
の
無
記
名
投
票
を
原
則
と
す
る

が
、
こ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
定

款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
さ
ら
に

出
席
者
全
員
が
賛
同
す
れ
ば
指
名
推
選

の
方
法
に
よ
っ
て
選
挙
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。（
協
業
組
合
に
は
例
外
あ
り
）

■
議
決
事
項

総
会
の
議
決
事
項
に
は
、
法
定
議
決

事
項
と
任
意
議
決
事
項
と
が
あ
り
、
法

定
議
決
事
項
は
総
会
が
組
合
の
最
高
意

思
決
定
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず

総
会
の
決
議
を
要
す
る
と
、
法
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
た
事
項
で
協
同
組
合
の
主

な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

漓
定
款
の
変
更
滷
規
約
の
設
定
、
変

更
ま
た
は
廃
止
澆
毎
事
業
年
度
の
収
支

予
算
及
び
事
業
計
画
の
設
定
ま
た
は
変

更
潺
経
費
の
賦
課
及
び
徴
収
方
法
潸
組

合
員
の
除
名
澁
役
員
の
改
選
請
求
の
同

意
澀
決
算
関
係
書
類
の
承
認
潯
会
社
へ

の
組
織
変
更
潛
組
合
の
解
散
濳
組
合
の

合
併
潭
清
算
人
の
選
任
澂
借
入
金
残
高

の
最
高
限
度
潼
１
組
合
員
に
対
す
る
貸

付
（
手
形
割
引
を
含
む
）
ま
た
は
１
組

合
員
の
た
め
に
す
る
金
融
機
関
に
対
す

る
債
務
保
証
の
残
高
の
最
高
限
度
潘
組

合
員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保
証
の
残

高
の
最
高
限
度
澎
１
組
合
員
の
た
め
に

す
る
組
合
員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保

証
の
残
高
の
最
高
限
度
澑
役
員
の
報
酬

濂
過
怠
金
潦
加
入
金
澳
剰
余
金
の
配
当

■
緊
急
議
案

総
会
の
議
案
は
、
原
則
と
し
て
総
会

招
集
通
知
に
あ
ら
か
じ
め
記
載
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
だ
け
議
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
定
款
に
「
緊
急
議
案
を
採

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
規
定
し
て

あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
の

あ
っ
た
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
も

議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
除
名
あ
る
い
は
役
員
の

リ
コ
ー
ル
の
よ
う
に
、
事
前
に
一
定
の

手
続
き
を
要
す
る
事
項
は
緊
急
議
案
で

議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に

定
款
の
変
更
及
び
解
散
な
ど
特
別
議
決

を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
や
役
員
選
挙

等
の
重
要
案
件
は
、
緊
急
議
案
に
な
じ

ま
ず
、
こ
れ
を
強
行
す
れ
ば
組
合
内
の

紛
争
の
火
種
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、

厳
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

総
会
終
了
後
の
処
理
事
項

漓
議
事
録
の
作
成
滷
行
政
庁
へ
の
決
算

関
係
書
類
の
提
出
澆
税
務
署
に
対
す
る

確
定
申
告
書
の
提
出
潺
登
記
潸
欠
席
組

合
員
へ
の
通
知

市
町
村
合
併
に
伴
う
定
款
変
更

千
葉
県
で
は
、「
平
成
の
大
合
併
」

で
こ
れ
ま
で
に
、
野
田
市
（
関
宿
町
を

編
入
）、
鴨
川
市
（
天
津
小
湊
町
と
合

併
）、
柏
市
（
沼
南
町
を
編
入
）、
い
す

み
市
（
夷
隅
町
、
大
原
町
、
岬
町
が
合

併
）、
匝
瑳
市
（
八
日
市
場
市
と
野
栄

町
が
合
併
）、
南
房
総
市
（
富
浦
町
、

富
山
町
、
三
芳
村
、
白
浜
町
、
千
倉
町
、

丸
山
町
、
和
田
町
が
合
併
）、
成
田
市

（
下
総
町
、
大
栄
町
を
編
入
）、
香
取
市

（
佐
原
市
、
山
田
町
、
栗
源
町
、
小
見

川
町
が
合
併
）
、
山
武
郡
横
芝
光
町

（
横
芝
町
、
光
町
が
合
併
）、
山
武
市

（
成
東
町
、
山
武
町
、
蓮
沼
村
、
松
尾

町
が
合
併
）
が
誕
生
し
、
市
町
村
数
は

昭
和
時
代
の
80
か
ら
56
に
移
行
し
た
。

こ
の
こ
と
に
伴
い
組
合
定
款
の
第
２

条
「
名
称
」、
第
３
条
「
地
区
」
及
び

第
４
条
「
事
務
所
の
所
在
地
」
の
変
更

が
必
要
に
な
る
組
合
が
で
て
く
る
。
こ

の
こ
と
で
、
直
ち
に
定
款
変
更
を
行
う

必
要
は
な
い
が
、
次
の
通
常
総
会
の
議

案
に
上
程
し
、
変
更
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
い
え
る
。

な
お
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
、「
名

称
」
又
は
「
地
区
」
若
し
く
は
「
事
務

所
の
所
在
地
」
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合

に
、
変
更
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
と
、
変
更
登
記
の
必
要
の
な
い

場
合
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
の

事
務
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
前
も
っ
て

本
会
に
ご
相
談
下
さ
い
。

■
問
合
せ
先

詳
細
は
、
本
会
指
導
相
談
室
又
は
銚

子
若
し
く
は
松
戸
支
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。（
℡
は
５
謨
参
照
）

総
会
の
性
格

総
会
は
、
組
合
員
全
員
を
も
っ
て
構

成
さ
れ
、
適
法
に
招
集
さ
れ
た
組
合
員

が
、
議
決
の
方
法
に
よ
り
組
合
の
意
思

を
決
定
す
る
組
合
最
高
の
意
思
決
定
機

関
で
あ
る
。

ま
た
、
総
会
は
、
一
定
の
法
的
要
件

を
具
備
し
て
開
催
さ
れ
て
は
じ
め
て
成

立
し
、
会
議
の
終
了
と
同
時
に
消
滅
す

る
も
の
で
あ
り
、常
置
機
関
で
は
な
い
。

こ
の
一
定
の
法
的
要
件
と
は
、
中
小

企
業
等
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
団
体

の
組
織
に
関
す
る
法
律
及
び
そ
れ
ら
の

法
律
に
よ
っ
て
適
法
に
作
成
さ
れ
た
組

合
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
方
法
、
す
な

わ
ち
総
会
の
招
集
手
続
き
、
議
決
の
方

法
等
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

要
件
は
、
組
合
組
織
の
民
主
性
を
確
保

す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

総
会
の
種
類

■
通
常
総
会

代
表
理
事
に
よ
っ
て
毎
事
業
年
度
１

回
必
ず
定
期
的
に
招
集
さ
れ
る
総
会
で
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あ
り
、
こ
の
総
会
で
代
表
理
事
は
、
少

な
く
と
も
決
算
関
係
書
類
（
事
業
報
告

書
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益

計
算
書
及
び
剰
余
金
処
分
案
ま
た
は
損

失
処
理
案
）
を
監
事
の
意
見
書
と
と
も

に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

■
臨
時
総
会

通
常
総
会
以
外
に
必
要
に
応
じ
て
招

集
さ
れ
る
総
会
。

以
下
、通
常
総
会
を
中
心
に
述
べ
る
。

総
会
の
招
集

■
時
期

法
に
は
「
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
毎
事
業
年
度
１
回
招
集
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
以
外
に
定

め
が
な
い
の
で
、
通
常
は
（
法
人
税
の

確
定
申
告
の
期
間
に
対
応
し
）定
款
で
、

毎
事
業
年
度
終
了
後
２
ヶ
月
以
内
に
開

催
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
。

■
招
集
者

通
常
総
会
の
招
集
者
は
代
表
理
事
で

あ
る
が
、
招
集
は
理
事
会
の
議
を
経
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

■
招
集
手
続
き

総
会
の
招
集
は
、
会
日
の
10
日
前
ま

で
に
会
議
の
目
的
た
る
事
項
（
議
案
）

を
示
し
、
定
款
に
定
め
ら
れ
た
方
法
に

し
た
が
っ
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
開
催
通
知
に
は
、
議
案
の
ほ

か
、
会
議
の
日
時
、
場
所
を
付
記
し
、

さ
ら
に
組
合
員
に
書
面
及
び
代
理
人
に

よ
る
議
決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い

る
関
係
上
、
で
き
る
だ
け
決
算
関
係
書

類
等
の
資
料
も
添
付
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
総
会
招
集
の
手
続
き
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
。

漓
事
業
報
告
書
、
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
剰
余
金
処

分
案
ま
た
は
損
失
処
理
案
、
そ
の
ほ
か

の
議
案
を
作
成
滷
理
事
会
を
開
催
し
、

総
会
開
催
及
び
議
決
事
項
を
審
議
澆
開

催
通
知
は
、
そ
の
会
日
か
ら
10
日
前
ま

で
に
組
合
員
に
到
達
す
る
よ
う
に
組
合

員
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
所
に
あ

て
て
発
信
潺
決
算
関
係
書
類
は
、
通
常

総
会
の
会
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
監
事

に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
主
た
る
事
務

所
に
備
え
付
け
、
組
合
員
の
閲
覧
に
供

す
潸
事
業
計
画
、
事
業
方
針
等
の
重
要

方
針
に
つ
い
て
は
、
総
会
開
催
の
通
知

の
際
に
資
料
を
同
封
す
る
等
、
前
も
っ

て
組
合
員
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
よ

う
に
す
る
澁
総
会
の
円
滑
を
期
す
る
た

め
、
役
職
員
を
も
っ
て
総
会
運
営
打
ち

合
わ
せ
会
を
開
き
遺
漏
な
き
よ
う
準
備

す
る
。

総
会
の
成
立
と
議
決

■
定
足
数

総
会
は
、
適
法
な
招
集
手
続
き
を
経

た
う
え
で
、
出
席
し
た
組
合
員
が
定
足

数
を
満
た
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
。

こ
れ
ら
の
要
件
は
、
総
会
の
議
決
が
有

効
に
な
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ

る
。総

会
の
定
足
数
は
、
特
別
議
決
を
要

す
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
組
合
員
の
２

分
の
１
以
上
の
出
席
が
法
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
議
決
事
項
に
つ

い
て
は
と
く
に
定
め
は
な
い
が
、
多
く

の
組
合
で
は
、
定
款
で
２
分
の
１
以
上

の
出
席
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

■
議
決
権
及
び
選
挙
権

組
合
員
は
、
出
資
口
数
の
多
寡
、
事

業
規
模
の
大
小
等
に
関
係
な
く
、
議
決

権
、
選
挙
権
は
平
等
に
１
個
与
え
ら
れ

て
い
る
。
な
お
、
総
会
の
議
長
は
議
決

権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
協

業
組
合
に
は
例
外
あ
り
）
が
、
特
別
の

利
害
を
有
す
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
議

決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

選
挙
権
は
、
総
会
に
お
け
る
選
挙
の

投
票
権
で
あ
る
。

総
会
の
議
決
権
、
選
挙
権
に
つ
い
て

は
書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
っ
て
行
使

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
議
決
権
及
び
選
挙
権
を
行
使
す
る
者

も
、
出
席
者
の
数
に
入
れ
ら
れ
る
。

組
合
Ｑ
＆
Ａ
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